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２０１１年度自治体キャラバン行動・要望書について（回答）

時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

また、平素は本市教育行政の推進に御理解賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成 23 年（2011 年）７月１日に受け付けさせていただきました標記の

ことにつきまして、教育委員会所管分として別紙のとおり回答いたしますので

よろしくお願いします。
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５．子育て支援・一人親家庭支援・子どもの貧困解決にむけて

（要望）

③就学援助の適用条件については収入・所得ではなく課税所得でみること。通

年手続きが学校以外でもできるようにすること。第１回支給月は出費のかさむ

４月にできるだけ近い月とすること。

（回答）

本市では、教育の機会均等を図るため、経済的理由により就学が困難な本市

立小中学校の児童生徒の保護者に対して、学用品費、学校給食費及び学校病の

治療費等を援助する就学援助制度を実施し、就学に係る経済的負担の軽減を行

なっております。

適用条件につきましては、課税所得ではなく前年の世帯の合計所得としてい

ます。厳しい財政状況から平成２３年度（2011 年度）より認定基準を生活保護

基準の１．３倍以下から１．２倍以下に見直しており、適用条件を変更するこ

とは非常に困難であります。ただし、失職、転職等により所得が大幅に減少す

るなど生活状態が著しく悪化した方につきましては、特別事情の届出をしてい

ただくことにより、現年の世帯の合計所得金額による審査を行っております。

また、申請手続きにつきましては、４月に一斉受付を実施し、５月以降も受

付月からの月割り給付となりますが随時申請を受付け、学務課にて通年で申請

手続きができるようになっております。さらに、平成１８年度（2006 年度）か

らは、学務課窓口での直接申請だけでなく簡易書留や特定記録郵便による郵送

申請も実施するなど、利便性の向上に努めているところです。

なお、支給月を早めることにつきましては、前年度所得の確定が６月になる

ことや、書類等の不備により認非審査ができない方については、一定期間を設

け、必要書類等の提出を求め再審査するなどの作業を行なっているため、現在

の支給時期となっておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたし

ます。

（要望）

④全国最悪の中学校給食実施状況を踏まえ、自校方式の完全給食を実施するこ

と。

（回答）

本市において、中学校給食は外部調理委託方式の選択制により実施を進めて

きており、市内１８校のうち、平成２１年（2009 年）１月から３校、平成２１
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年（2009 年）１０月から６校、平成２２年（2010 年）１０月から５校、今年度

中に全校で実施する予定となっております。献立につきましては教育委員会事

務局の栄養士が子どもたちの健康に留意して作成しております。なお、中学校

給食を自校調理により行うことは、給食調理室を新設する必要がある等、厳し

い財政状況の中、大変難しいと考えております。

９．就学援助について

（要望）

①特別事情の受給対象者で、昨年に比べて生活状況が著しく悪化している場合

は、平成２３年度中の所得が確認できる平成２４年２月頃まで認否を保留する

ことなく、文部科学省の通知「速やかに認定し必要な援助を行うよう配慮する

こと」に基づき、申請時の状況で速やかに認定してください。

（回答）

「特別事情の申請者で昨年に比べ生活状況が著しく悪化している場合の速やか

な認定」についてですが、本市では世帯の所得合計額（申請年度の前年の所得

合計額）が認定基準額を超えている世帯であっても、世帯主又は世帯員の疾病・

被災・失業等により生活状況が著しく悪化したと教育委員会が認めた場合は、

特別事情の申し出（理由書の提出）及び事由を証明する書類等をご提出いただ

いた上で、認非審査を行い就学援助費を支給しております。審査に際しては、

申請年度の所得額を確認する方法と推定世帯合計所得を算出する方法があり、

前者はご承知のとおり申請年度の所得額の確認できる時期（平成２３年度（2011

年度）申請であれば平成２４年（2012 年）２月頃）まで認非を保留することに

なりますが、後者につきましては、必要書類等をご提出いただくことで、推定

世帯合計所得を算出し、早期の認非決定を行なっております。例えば、当該年

に失職された場合、失職までの所得額 ＋（前年の所得額 × （１２ヵ月－雇用

保険受給期間－失職までの期間）／１２ヵ月） + 他の世帯員の合計所得額の

計算式によって 推定世帯合計所得を算出し、認定基準額と比較するなど、速や

かな対応を行なっております。ただ、就学援助の認定につきましては、あくま

でも認定基準額との比較を要するため、特別事情の申請者すべての方に対して、

後者のような対応は現状では非常に困難であります。

本市におきましても、長期の不況が続くなか、できるだけ申請者の事情をく

みとり、速やかな認非審査ができないものか検討を続けてまいります。
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（要望）

②就学援助の支給項目にクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費を追加新設し、

その費用を平成 23 年度の補正予算に計上し、4 月に遡って支給するようにして

ください。

（回答）

新たにクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費の費目を追加し、平成２３年度

（2011 年度）に補正予算に計上し、４月に遡って支給すること」につきまして

は、平成２３年度（2011 年度）において、就学援助費の認定基準の見直しをさ

せていただきましたが、本市の財政状況が厳しい中、非常に困難であると考え

ております。

なお、本市といたしましては、教育の機会均等を図るうえで、本制度の周知

が重要であると認識しております。今後もあらゆる機会を通じまして、全児童・

生徒が義務教育を円滑に受けられるよう、本制度の趣旨及び申請手続き等につ

きまして、周知してまいりますとともに、利便性の向上に向けて取り組んでま

いりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げ

ます。


